
議案第１２５号

渋川市消防団条例の一部を改正する条例を次のように制定する。

令和３年１１月３０日提出

渋川市長 髙 木 勉

渋川市消防団条例の一部を改正する条例

渋川市消防団条例（平成２４年渋川市条例第２５号）の一部を次のように

改正する。

第１条中「（以下「団員」という。）」を削る。

第３条中「団員」を「消防団員」に改める。

第１７条を第１８条とする。

第１６条中「団員が」を「基本団員が」に改め、同条を第１７条とする。

第１５条中「団員が」を「消防団員が」に改め、同条を第１６条とする。

第１４条中「団員」を「消防団員」に、「規定を準用して」を「例により

」に改め、同条を第１５条とする。

第１３条第１項中「団員」を「消防団員」に改め、同条を第１４条とする

。

第１２条中「団員」を「消防団員」に改め、同条を第１３条とする。

第１１条中「団員」を「消防団員」に、「もらして」を「漏らして」に改

め、同条を第１２条とする。

第１０条中「団員」を「消防団員」に改め、同条を第１１条とする。

第９条の前の見出しを削り、同条中「団員」を「消防団員」に改め、同条

を第１０条とし、同条の前に見出しとして「（服務）」を付する。

第８条第１項中「団員」を「消防団員」に改め、同条を第９条とする。

第７条中「団員」を「消防団員」に改め、同条を第８条とする。

第６条中「団員」を「消防団員」に改め、同条を第７条とする。

第５条中「団員」を「消防団員」に改め、同条を第６条とする。

第４条第１項中「団員」を「基本団員」に、「に掲げる資格を有する」を

「の各号のいずれにも該当する」に改め、同項第１号中「の者」を「のもの

」に改め、同項第３号を削り、同条中第２項を第３項とし、第１項の次に次



の１項を加える。

２ 機能別団員は、団長が次の各号のいずれにも該当する者のうちから、市

長の承認を得て任命する。

（１） 前項各号に該当する者

（２） 年齢７０歳以下の者

（３） 消防職員又は基本団員として通算５年以上の経験を有する者

第４条を第５条とし、第３条の次に次の１条を加える。

（種類）

第４条 消防団員の種類は、基本消防団員（以下「基本団員」という。）及

び機能別消防団員（以下「機能別団員」という。）とする。

２ 基本団員とは、機能別団員以外の消防団員をいう。

３ 機能別団員とは、市長が定める特定の消防事務に限り、従事する消防団

員をいう。

別表を次のように改める。

別表（第１４条関係）

種類 職名 年額

基本団員 団長 ４０３，０００円

副団長 ３２０，０００円

方面隊長 ３２０，０００円

副方面隊長 ２８７，０００円

分団長 ２０１，０００円

ラッパ長 ２０１，０００円

副分団長 １６３，０００円

副ラッパ長 １６３，０００円

部長 ７０，０００円

班長 ６４，０００円

団員 ４７，０００円

機能別団員 機能別団員 ２０，０００円

附 則

この条例は、令和４年４月１日から施行する。



理 由

日中の火災現場で不足する消防力を補完する機能別団員を任用するため、

所要の改正をしようとするものである。



渋川市消防団条例の一部を改正する条例（案）新旧対照表
（傍線の部分は改正部分）

改 正 案 現 行

（趣旨） （趣旨）

第１条 この条例は、消防組織法（昭和２２年法律第２２６号）の規定に基 第１条 この条例は、消防組織法（昭和２２年法律第２２６号）の規定に基

づき、消防団の設置、名称及び区域並びに消防団員 づき、消防団の設置、名称及び区域並びに消防団員（以下「団員」という

の定員、任用、給与、分限及び懲戒、服務その他身分の取扱いに関し 。）の定員、任用、給与、分限及び懲戒、服務その他身分の取扱いに関し

必要な事項を定めるものとする。 必要な事項を定めるものとする。

（定員） （定員）

第３条 消防団員の定員は、６５２人とする。 第３条 団員 の定員は、６５２人とする。

（種類）

第４条 消防団員の種類は、基本消防団員（以下「基本団員」という。）及

び機能別消防団員（以下「機能別団員」という。）とする。

２ 基本団員とは、機能別団員以外の消防団員をいう。

３ 機能別団員とは、市長が定める特定の消防事務に限り、従事する消防団

員をいう。

（任用） （任用）

第５条 消防団長（以下「団長」という。）は、消防団の推薦に基づき市長 第４条 消防団長（以下「団長」という。）は、消防団の推薦に基づき市長

が任命し、団長以外の基本団員は、団長が次の各号のいずれにも該当する が任命し、団長以外の団員 は、団長が次に掲げる資格を有する

者のうちから、市長の承認を得て任命する。 者のうちから、市長の承認を得て任命する。

（１） 渋川市に居住し、又は勤務する者で、年齢１８歳以上のもの （１） 渋川市に居住し、又は勤務する者で、年齢１８歳以上の者

（２） （略） （２） （略）

（３） その他団長が特に必要と認める者

２ 機能別団員は、団長が次の各号のいずれにも該当する者のうちから、市

長の承認を得て任命する。

（１） 前項各号に該当する者

（２） 年齢７０歳以下の者

（３） 消防職員又は基本団員として通算５年以上の経験を有する者

３ （略） ２ （略）

（退職） （退職）
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第６条 消防団員は、退職しようとする場合は、あらかじめ文書をもって任 第５条 団員 は、退職しようとする場合は、あらかじめ文書をもって任

命権者に願い出て、その許可を受けなければならない。 命権者に願い出て、その許可を受けなければならない。

（欠格条項） （欠格条項）

第７条 次に掲げる者は、消防団員となることができない。 第６条 次に掲げる者は、団員 となることができない。

（１）～（３） （略） （１）～（３） （略）

（分限） （分限）

第８条 任命権者は、消防団員が次の各号のいずれかに該当する場合におい 第７条 任命権者は、団員 が次の各号のいずれかに該当する場合におい

ては、これを降任し、又は免職することができる。 ては、これを降任し、又は免職することができる。

（１）・（２） （略） （１）・（２） （略）

（３） 前２号に規定する場合のほか、消防団員に必要な適格性を欠く場 （３） 前２号に規定する場合のほか、団員 に必要な適格性を欠く場

合 合

（４） （略） （４） （略）

２ 消防団員は、次の各号のいずれかに該当したときは、その身分を失う。 ２ 団員 は、次の各号のいずれかに該当したときは、その身分を失う。

（１）・（２） （略） （１）・（２） （略）

（懲戒） （懲戒）

第９条 任命権者は、消防団員が次の各号のいずれかに該当する場合におい 第８条 任命権者は、団員 が次の各号のいずれかに該当する場合におい

ては、これに対し懲戒処分として戒告し、停職し、又は免職することがで ては、これに対し懲戒処分として戒告し、停職し、又は免職することがで

きる。 きる。

（１）・（２） （略） （１）・（２） （略）

（３） 消防団員としてふさわしくない非行があったとき。 （３） 団員 としてふさわしくない非行があったとき。

２ （略） ２ （略）

（服務） （服務）

第１０条 消防団員は、団長の招集によって出動し職務に従事するものとす 第９条 団員 は、団長の招集によって出動し職務に従事するものとす

る。ただし、招集を受けない場合であっても、水火災その他の災害の発生 る。ただし、招集を受けない場合であっても、水火災その他の災害の発生

を知ったときは、あらかじめ指定するところに従い直ちに出動し職務に従 を知ったときは、あらかじめ指定するところに従い直ちに出動し職務に従

事しなければならない。 事しなければならない。

第１１条 消防団員は、１０日以上居住地を離れるときは、団長にあっては 第１０条 団員 は、１０日以上居住地を離れるときは、団長にあっては

市長に、その他の者にあっては団長に届け出なければならない。ただし、 市長に、その他の者にあっては団長に届け出なければならない。ただし、

特別の事情がある場合のほか、消防団員の半数以上が居住地を離れること 特別の事情がある場合のほか、団員 の半数以上が居住地を離れること

はできない。 はできない。

第１２条 消防団員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。そ 第１１条 団員 は、職務上知り得た秘密を他にもらしてはならない。そ
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の職を退いた後も、また同様とする。 の職を退いた後も、また同様とする。

第１３条 消防団員は、消防団の正常な運営を阻害し、又は著しくその活動 第１２条 団員 は、消防団の正常な運営を阻害し、又は著しくその活動

能率を低下させる等の集団的行動を行ってはならない。 能率を低下させる等の集団的行動を行ってはならない。

（報酬） （報酬）

第１４条 消防団員には、別表に定める報酬を支給する。 第１３条 団員 には、別表に定める報酬を支給する。

２・３ （略） ２・３ （略）

（費用弁償） （費用弁償）

第１５条 消防団員が職務のために旅行した場合は、渋川市職員等の旅費支 第１４条 団員 が職務のために旅行した場合は、渋川市職員等の旅費支

給条例（平成１８年渋川市条例第５１号）の例により 旅費を支給す 給条例（平成１８年渋川市条例第５１号）の規定を準用して旅費を支給す

る。 る。

（公務災害補償） （公務災害補償）

第１６条 消防団員が公務により死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、 第１５条 団員が 公務により死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、

又は公務による負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは障害の状態とな 又は公務による負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは障害の状態とな

った場合における災害補償は、群馬県市町村総合事務組合非常勤消防団員 った場合における災害補償は、群馬県市町村総合事務組合非常勤消防団員

等公務災害補償条例（平成２年群馬県市町村総合事務組合条例第１５号） 等公務災害補償条例（平成２年群馬県市町村総合事務組合条例第１５号）

の定めるところによる。 の定めるところによる。

（退職報償金） （退職報償金）

第１７条 基本団員が退職した場合における退職報償金は、群馬県市町村総 第１６条 団員が 退職した場合における退職報償金は、群馬県市町村総

合事務組合非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例（平成２ 合事務組合非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例（平成２

年群馬県市町村総合事務組合条例第１６号）の定めるところによる。 年群馬県市町村総合事務組合条例第１６号）の定めるところによる。

（委任） （委任）

第１８条 （略） 第１７条 （略）

別表（第１４条関係） 別表（第１３条関係）

種類 職名 年額 職名 年額

基本団員 団長 ４０３，０００円 団長 ４０３，０００円

副団長 ３２０，０００円 副団長 ３２０，０００円

方面隊長 ３２０，０００円 方面隊長 ３２０，０００円

副方面隊長 ２８７，０００円 副方面隊長 ２８７，０００円

分団長 ２０１，０００円 分団長 ２０１，０００円

ラッパ長 ２０１，０００円 ラッパ長 ２０１，０００円
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副分団長 １６３，０００円 副分団長 １６３，０００円

副ラッパ長 １６３，０００円 副ラッパ長 １６３，０００円

部長 ７０，０００円 部長 ７０，０００円

班長 ６４，０００円 班長 ６４，０００円

団員 ４７，０００円 団員 ４７，０００円

機能別団員 機能別団員 ２０，０００円


